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◆元号を改める政令の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する教育委員会規則（教育委

員会規則第９号）

１ 趣旨

元号を改める政令の施行に伴い、関係教育委員会規則の整理を行うため、この教育委員会規

則を制定することとした。

２ 内容

次の教育委員会規則で定める様式の元号について、「平成」から「令和」に改める、又は「令

和」を加えることとした。

(1) 北海道立高等学校学則

(2) 博物館の登録に関する規則

(3) 教育職員免許法施行法施行細則

(4) 義務教育諸学校学級編制基準規則

(5) 北海道教育委員会庁舎管理規則

(6) 北海道立青少年体験活動支援施設利用規則

(7) 公立高等学校定時制課程及び通信制課程生徒学資金貸付規則

(8) 社会教育主事資格認定規則

(9) 学校教育法施行細則

(10) 北海道立特別支援学校学則

(11) 北海道有朋高等学校学則

(12) 天然記念物北海道犬保存規則

(13) 北海道立学校条例施行規則

(14) 北海道立北方民族博物館利用規則

(15) 北海道教育委員会傍聴規則

(16) 技能教育施設の指定等に関する教育委員会規則

(17) 北海道立埋蔵文化財センター利用規則

(18) 北海道立高等学校通学区域規則

(19) 北海道立中等教育学校学則

３ 施行期日

この教育委員会規則は、平成31年５月１日から施行することとした。

教 育 委 員 会 規 則

元号を改める政令の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する教育委員会規則をここ

に公布する。

平成31年４月26日

北海道教育委員会教育長 佐 藤 嘉 大

北海道教育委員会規則第９号



8

平成31年４月26日（金曜日） 北海道教育委員会公報 第6225号

元号を改める政令の施行に伴う関係教育委員会規則の整理に関する教育委員会規則

（北海道立高等学校学則の一部改正）

第１条 北海道立高等学校学則（昭和26年北海道教育委員会規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。

別記第１号様式及び別記第１号様式の２中「 平 成 」を「 令 和」に改める。

別記第２号様式中「平成」を「令和」に改める。

別記第３号様式中「平成 年 月 日」を「令和 年 月 日」に改める。

別記第３号様式の２から別記第９号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（博物館の登録に関する規則の一部改正）

第２条 博物館の登録に関する規則（昭和27年北海道教育委員会規則第12号）の一部を次の

ように改正する。

別記第１号様式から別記第４号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（教育職員免許法施行法施行細則の一部改正）

第３条 教育職員免許法施行法施行細則（昭和37年北海道教育委員会規則第５号）の一部を

次のように改正する。

別記第１号様式中「平成」を「令和」に改める。

別記第２号様式中「平成 年 月 日」を「令和 年 月 日」に改める。

別記第３号様式中「 平 成 」を「 令 和」に改める。

（義務教育諸学校学級編制基準規則の一部改正）

第４条 義務教育諸学校学級編制基準規則（昭和41年北海道教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。

第１号様式の１から第４号様式の２までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（北海道教育委員会庁舎管理規則の一部改正）

第５条 北海道教育委員会庁舎管理規則（昭和42年北海道教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。

別記第１号様式及び別記第２号様式中「平成」を「令和」に改める。

（北海道立青少年体験活動支援施設利用規則の一部改正）

第６条 北海道立青少年体験活動支援施設利用規則（昭和48年北海道教育委員会規則第14号）

の一部を次のように改正する。

別記様式中「平成」を「令和」に改める。

（公立高等学校定時制課程及び通信制課程生徒学資金貸付規則の一部改正）

第７条 公立高等学校定時制課程及び通信制課程生徒学資金貸付規則（昭和50年北海道教育

委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

別記第１号様式から別記第17号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（社会教育主事資格認定規則の一部改正）

第８条 社会教育主事資格認定規則（昭和52年北海道教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。

別記第１号様式から別記第４号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

「昭和 「
別記第５号様式中

平成
年 月 日

」
を 令和 年 月 日

」
に改める。

別記第６号様式中「平成」を「令和」に改める。

（学校教育法施行細則の一部改正）

第９条 学校教育法施行細則（昭和53年北海道教育委員会規則第10号）の一部を次のように

改正する。

別記第１号様式、別記第４号様式から別記第36条様式まで、別記第38号様式、別記第39

号様式、別記第42号様式、別記第46号様式から別記第53号様式まで、別記第55号様式、別

記第56号様式及び別記第59号様式から別記第64号様式までの規定中「平成」を「令和」に

改める。

（北海道立特別支援学校学則の一部改正）

第10条 北海道立特別支援学校学則（昭和55年北海道教育委員会規則第５号）の一部を次の

ように改正する。

別記第１号様式及び別記第２号様式中「 平 成 」を「 令 和 」に改める。

別記第３号様式中「平成 年 月 日」を「令和 年 月 日」に改める。

別記第４号様式から別記第７号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（北海道有朋高等学校学則の一部改正）

第11条 北海道有朋高等学校学則（昭和55年北海道教育委員会規則第８号）の一部を次のよ
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うに改正する。

「昭和
別記第１号様式中「平成 年 月 日」を「令和 年 月 日」に、

平成

「昭和

年 月
卒 業

を 平成 年 月
卒 業

に改める。
卒業見込」

令和
卒業見込

」

別記第１号様式の２及び別記第１号様式の３中「平成 年 月 日」を「令和

「昭和

年 月 日」に、
「昭和

年 月 を 平成 年 月 に、
「昭和

年
平成 」

令和 」
平成

「昭和

月
卒 業

を 平成 年 月
卒 業

に、
「昭和

年 月
年修

卒業見込」
令和

卒業見込
」

平成 退

「昭和
了

を 平成 年 月
年修了

に改める。
学」

令和
退 学

」

別記第１号様式の４から別記第５号様式の４までの規定中「平成」を「令和」に改める。

別記第６号様式中「 平 成 」を「 令 和」に改める。

別記第７号様式から別記第９号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（天然記念物北海道犬保存規則の一部改正）

第12条 天然記念物北海道犬保存規則（昭和61年北海道教育委員会規則第23号）の一部を次

のように改正する。

「昭
別記第１号様式中「平成 年 月 日」を「令和 年 月 日」に、

平

和 「平成

成
年 月 日

」
を

令和
年 月 日

」
に改める。

別記第２号様式中「平成」を「令和」に改める。

「昭和 「平成
別記第３号様式中

平成
年 月 日生

」
を

令和
年 月 日生

」
に、

「平成 年 月 日」を「令和 年 月 日」に改める。

（北海道立学校条例施行規則の一部改正）

第13条 北海道立学校条例施行規則（平成元年北海道教育委員会規則第10号）の一部を次の

ように改正する。

別記第１号様式から別記第５号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（北海道立北方民族博物館利用規則の一部改正）

第14条 北海道立北方民族博物館利用規則（平成２年北海道教育委員会規則第８号）の一部

を次のように改正する。

別記第１号様式から別記第３号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（北海道教育委員会傍聴規則の一部改正）

第15条 北海道教育委員会傍聴規則（平成２年北海道教育委員会規則第13号）の一部を次の

ように改正する。

別記第１号様式及び別記第２号様式中「平成」を「令和」に改める。

（技能教育施設の指定等に関する教育委員会規則の一部改正）

第16条 技能教育施設の指定等に関する教育委員会規則（平成２年北海道教育委員会規則第

16号）の一部を次のように改正する。

別記第１号様式から別記第３号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

（北海道立埋蔵文化財センター利用規則の一部改正）

第17条 北海道立埋蔵文化財センター利用規則（平成11年北海道教育委員会規則第８号）の

一部を次のように改正する。

別記第１号様式及び別記第２号様式中「平成」を「令和」に改める。

（北海道立高等学校通学区域規則の一部改正）

第18条 北海道立高等学校通学区域規則（平成16年北海道教育委員会規則第１号）の一部を

次のように改正する。

別記第１号様式及び別記第２号様式中「平成」を「令和」に改める。

（北海道立中等教育学校学則の一部改正）

第19条 北海道立中等教育学校学則（平成18年北海道教育委員会規則第14号）の一部を次の
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ように改正する。

別記第１号様式及び別記第２号様式中「 平 成 」を「 令 和 」に改める。

別記第３号様式中「平成」を「令和」に改める。

「 平成 年 月 日 「 令和 年 月

別記第４号様式中 を

出願者署名 」 出願者署名

日

に改める。

」

別記第５号様式から別記第14号様式までの規定中「平成」を「令和」に改める。

附 則

１ この教育委員会規則は、平成31年５月１日から施行する。

２ この教育委員会規則の施行の際現にこの教育委員会規則による改正前の教育委員会規則

の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この教育委員会規則による

改正後の教育委員会規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用すること

を妨げない。

教 育 長 訓 令

北海道教育委員会教育長訓令第８号

庁 中 一 般

所 管 機 関

元号を改める政令の施行に伴う関係教育長訓令の整理に関する教育長訓令を次のように定

める。

平成31年４月26日

北海道教育委員会教育長 佐 藤 嘉 大

元号を改める政令の施行に伴う関係教育長訓令の整理に関する教育長訓令

（北海道教育委員会の任命に係る職員の被服貸与規程の一部改正）

第１条 北海道教育委員会の任命に係る職員の被服貸与規程（昭和45年北海道教育委員会教

育長訓令第４号）の一部を次のように改正する。

別記第１号様式中「平成 年 月 日」を「令和 年 月 日」に、「こ

のたび平成 年 月 日」を「このたび 年 月 日」に改める。

（北海道教育庁職員服務規程の一部改正）

第２条 北海道教育庁職員服務規程（昭和45年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の一部

を次のように改正する。

別記第３号様式から別記第９号様式まで、別記第11号様式及び別記第12号様式中「平成」

を「令和」に改める。

（居住施設管理規程の一部改正）

第３条 居住施設管理規程（昭和47年北海道教育委員会教育長訓令第６号）の一部を次のよ

うに改正する。

「昭和

別記第９号様式中
「昭和

年 月 日建築 を 平成 年 月 日建築
平成 」

令和 」

に改める。

（教育庁職員等健康管理規程の一部改正）

第４条 教育庁職員等健康管理規程（昭和51年北海道教育委員会教育長訓令第１号）の一部

を次のように改正する。

別記第６号様式中「１日 本 昭和 年から」を「１日 本 昭和

・平成・令和 年から」に改める。

（北海道教育委員会庁用自動車管理規程の一部改正）

第５条 北海道教育委員会庁用自動車管理規程（昭和54年北海道教育委員会教育長訓令第１

号）の一部を次のように改正する。

別記第４号様式中「平成」を「令和」に改める。

（北海道美術品取得基金管理規程の一部改正）

第６条 北海道美術品取得基金管理規程（平成５年北海道教育委員会教育長訓令第５号）の

一部を次のように改正する。
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別記第１号様式から別記第５様式まで、別記第７号様式及び別記第８号様式中「平成」

を「令和」に改める。

附 則

１ この教育長訓令は、平成31年５月１日から施行する。

２ この教育長訓令の施行の際現にこの教育長訓令による改正前の教育長訓令の規定に基づ

いて作成されている用紙がある場合においては、この教育長訓令による改正後の教育長訓

令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

告 示

北海道教育委員会告示第26号

平成32(2020)年度北海道公立学校教員採用候補者特別選考検査を次の要領により行う。

平成31年４月26日

北海道教育委員会教育長 佐 藤 嘉 大

平成32(2020)年度北海道公立学校教員採用候補者特別選考検査実施要領

北海道教育委員会

１ 目的

この検査は、平成32(2020)年度北海道公立学校教員の採用候補者を選考するために行う

ものです。

２ 受検資格

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第

９条の欠格条項に該当する者は、受検できません。

【欠格条項】

ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。）
イ 禁錮以上の刑に処せられた者
ウ 教育職員免許状失効又は取上げの処分を受け、当該失効又は処分の日から３年を
経過しない者
エ 当該地方公共団体において懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過し
ない者(市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号)第１条及び第２条に規
定する職員（県費負担教職員）を志願する場合にあっては、北海道教育委員会によ
り懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者を含む。）
オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力
で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(2) 北海道教育委員会が任用する北海道内の公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等

学校、中等教育学校又は特別支援学校の期限付教員又は臨時的任用教員（産休代替教員

及び育児休業代替教員をいう。以下同じ。）として、平成28(2016) 年４月１日から平成

31(2019)年３月31日までに24月以上（１日でも勤務した月は１月とみなす。）の勤務実

績がある者で、かつ、平成31(2019)年４月１日以降、平成31(2019)年５月31日までに北

海道教育委員会が任用する期限付教員又は臨時的任用教員として勤務実績がある者

(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる要件を満たすことが必要です。

要件 所有教育職員免許状
生年

（平成32(2020)年３月31日までの取得見 採用予定数

区分
月日

込みを含む。）

小学校教諭 小学校教諭の普通免許状
16～32名程

度

中学校教諭 受検教科の中学校教諭の普通免許状 7～13名程度

受検教科の高等学校教諭の普通免許状。

ただし、「情報」を受検する者は、「情

高等学校教諭 報」に加え、高等学校教諭で募集する教 9～19名程度

昭和35 科のうちいずれか一つの高等学校教諭の

(1960） 普通免許状も必要です。

年４月 小学校教諭及び特別支援学校（盲学校、聾 2～4名程度

ろう

小学部
２日以 学校又は養護学校）教諭の普通免許状

降に生 受検教科の中学校教諭及び特別支援学校
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中学部 まれた （盲学校、聾学校又は養護学校）教諭の 3～5名程度
ろう

特別
者 普通免許状

支援
受検教科の高等学校教諭及び特別支援学

学校 校（盲学校、聾学校又は養護学校）教諭
ろう

教諭 高等部
の普通免許状。ただし、「情報」を受検

3～5名程度
する者は、「情報」に加え、高等学校教

諭で募集する教科のうちいずれか一つの

高等学校教諭の普通免許状も必要です。

自立活
特別支援学校（養護学校）自立活動教諭

動(肢体
１種免許状（肢体不自由教育）

1名程度

不自由)

養護教諭 養護教諭の普通免許状 4～8名程度

栄養教諭 栄養教諭の普通免許状 1～3名程度

(注)１ 採用予定数は受検区分ごとに、平成32(2020)年度北海道・札幌市公立学校教員

採用候補者選考検査（以下「本選考」という。）による採用予定数の５～10％程

度（その数が１に満たないときは、１）としています。

２ 採用予定数は現時点のものであり、増員することがあります。

３ 高等学校及び特別支援学校高等部の「情報」を志願する者は採用後、「情報」

を主に担当しますが、「情報」以外の所有免許状の授業を担当することがありま

す。

４ 日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。

５ 「教諭」には、上記４の常勤講師を含みます。

６ 「特別支援学校」とは、学校教育法の改正により、障害種別を超えて一本化さ

れた盲・聾・養護学校の総称です。
ろう

(1) 「特別支援学校（盲学校）教諭の普通免許状」とは、視覚障害者に関する教

育の領域の特別支援学校教諭の普通免許状をいいます。

(2) 「特別支援学校（聾学校）教諭の普通免許状」とは、聴覚障害者に関する教
ろう

育の領域の特別支援学校教諭の普通免許状をいいます。

(3) 「特別支援学校（養護学校）教諭の普通免許状」とは、知的障害者、肢体不

自由者又は病弱者に関する教育の領域の特別支援学校教諭の普通免許状をいい

ます。

(4) 本選考に出願した者も、この検査に併せて出願することができます。ただし、本選考

の採用希望区分で「北海道」を選択したものに限ります。

(5) この検査と本選考を併願している者が本選考において採用候補者名簿に登録されたと

きは、以後この検査を受検する資格を失います。

３ 受検区分

区 分 教 科（科 目）

小学校教諭

中学校教諭
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、

家庭、英語

国語、地理歴史(地理・日本史・世界史)、公民(倫理・

政治経済)、数学、理科(物理・化学・生物・地学)、音

高等学校教諭 楽、保健体育、家庭、情報、農業(生産・環境）、工業（機

械・電気（電子を含む。）・建築・土木）、商業、英語、

看護、水産

小学部

中学部
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術、

家庭、英語

国語、地理歴史(地理・日本史・世界史)、公民(倫理・
特別支援

高等部
政治経済)、数学、理科(物理・化学・生物・地学)、音

学校教諭
楽、美術、保健体育、家庭、情報、農業(生産)、工業(機

械・電気（電子を含む。))、商業、英語

自立活動

（肢体不自由）

養護教諭

栄養教諭
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(注)１ 所有教育職員免許状は、平成32(2020)年３月31日までの取得見込みを含みます。

２ 受検は、１種類の教科(科目)の選択とし、出願後の受検区分の変更は認めませ

ん。

３ 小学校又は中学校の特別支援学級担当教諭の採用を希望する者は、小学校教諭又

は中学校教諭の受検区分で受検してください（願書の「希望事項」欄にその旨を記

載してください。)。

４ 高等学校教諭又は特別支援学校教諭の高等部を受検する者で、地理歴史、公民、

理科又は工業の教科を受検するものは、希望する科目を選択してください。

５ 高等学校教諭を受検する者で、農業の教科を受検するものは、希望する科目を選

択してください。

４ 検査の方法及び内容

区 分 内 容

適性検査 質問紙法による性格検査を行う。

学習指導案作成検査
受検する学校の種類及び教科（科目）並びに養護教諭並びに栄

養教諭それぞれに応じた指導法についての理解をみる。

面接 個別面接Ⅰ
教員としての使命感や倫理観等をみる。

検査 個別面接Ⅱ

リスニング検査
小学校外国語活動に係る英語のコミュニケー

ション能力等をみる。

小学校 ピアノ演奏

特別支援学校 音楽
小学校歌唱共通教材の中から検査時に示され

（小学部） た曲の主旋律に簡単な伴奏を付けて歌いなが

ら演奏する。

体育
水泳（25m－泳法はクロール、平泳ぎ及び背泳

ぎのうち１種類）

保健体育

（中学校・高 水泳（50m－泳法はクロール）、マット運動（倒立、前転、後転、

等学校・特別 側方倒立回転等の連続技）、球技（バレーボール－直上トス、バ
実

支援学校（中 スケットボール－ドリブル及びシュート）、武道（柔道、剣道－
技

学部・高等 基本動作や基本となる技等）
検

部））
査

音楽
中学校の歌唱教材程度の曲を、検査時に示さ

（中学校・高 ピアノ演奏
れた調に移調し簡単な伴奏を付けて演奏する。

等学校・特別

支援学校（中

学部・高等 視唱 16小節程度の旋律を初見視唱する。

部））

英語

（中学校・高

等学校・特別
日常的なことの自由会話と英文を読んで内容について答える。

支援学校（中

学部・高等

部））

(注)１ この検査と本選考を併願している者の適性検査と実技検査について、本選考と同

一の検査については、本選考の判定結果をこの検査の判定結果として扱いますので、

別途受検する必要はありません。

２ 保健体育（中・高・特）の実技検査の武道については、柔道か剣道のどちらかを

選択してください。

【資格等による免除措置】

次の区分・教科を受検する者で、それぞれ「資格等の内容」欄に掲げるいずれかの資格

等を有するものは、申請により「免除となる検査」欄に掲げる検査の免除の措置を受ける

ことができます（７「出願の手続」(1)「出願書類」欄参照のこと。）。

区分・教科 資格等の内容 免除となる検査

・教育職員免許状（中学校・高等学校の英語）

・実用英語技能検定（公益財団法人日本英語検定

協会主催）準１級以上の合格者
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・ＴＯＥＦＬ（一般社団法人ＣＩＥＥ国際教育交

小学校及び特別支 換協議会主催）ＰＢＴ550点（ｉＢＴの場合は
実技検査のリス

援学校小学部 80点）以上取得者（平成29(2017)年６月24日以
ニング検査

降に正規のＴＯＥＦＬを受検した者に限る。）

・ＴＯＥＩＣ（一般財団法人国際ビジネスコミュ

ニケーション協会主催）730点以上取得者（平

成29(2017)年6月24日以降に公開テスト（国外

で受検した場合も同様とする。）を受検した者

に限る。）

・実用英語技能検定（公益財団法人日本英語検定

協会主催）１級の合格者

・ＴＯＥＦＬ（一般社団法人ＣＩＥＥ国際教育交

中学校、高等学校 換協議会主催）ＰＢＴ580点（ｉＢＴの場合は

及び特別支援学校 92点）以上取得者（平成29(2017)年６月24日以
実技検査

（中学部・高等部） 降に正規のＴＯＥＦＬを受検した者に限る。）

の英語 ・ＴＯＥＩＣ（一般財団法人国際ビジネスコミュ

ニケーション協会主催）860点以上取得者（平

成29(2017)年６月24日以降に公開テスト（国外

で受検した場合も同様とする。）を受検した者

に限る。）

【実技検査結果による免除措置】

次の区分・教科を受検する者で、「免除の要件」欄に掲げる要件に該当するものについ

ては、申請により実技検査を免除します。ただし、この検査と本選考を併願するものは除

きます。

免除を申請するときは、願書の「実技検査の免除の申請」欄に記入してください。

区分・教科 免除の要件 免除となる検査

小学校及び特別支

援学校小学部

保健体育

（中学校、高等学

校及び特別支援学

校（中学部・高等

部））
直近の過去３年間（平成28(2016)年度から平成30

(2018)年度まで）に実施した北海道・札幌市公立音楽
学校教員採用候補者選考検査において採用希望区 実技検査

（中学校、高等学
分を「北海道」として受検しており、その実技検校及び特別支援学
査の判定結果が一定水準以上であること。校（中学部・高等

部））

英語

（中学校、高等学

校及び特別支援学

校（中学部・高等

部））

５ 検査期日及び日程

(1) 実技検査

ア 平成31(2019)年８月２日（金）

９:00 ～ リスニング検査以外の
受検者ごとに別に指定する日時

実技検査
イ 平成31(2019)年８月３日（土）

９:00 ～ リスニング検査以外の
受検者ごとに別に指定する日時

実技検査

11:05 ～ 11:20
小学校及び特別支援学校（小学部）

リスニング検査
の受検者のみ
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ウ 平成31(2019)年８月４日（日）

９:00 ～ リスニング検査以外の
受検者ごとに別に指定する日時

実技検査
(2) 実技検査以外の検査

ア 平成31(2019)年11月30日（土）

８:20 ～ ８:40 受付（入室）

８:40 ～ ９:00 検査上の注意・連絡

９:00 ～ 10:00 学習指導案作成検査

10:20 ～ 10:50 適性検査

11:10 ～ 17:00
面接検査（個別面接Ⅰ 受検者ごとに別に指定する日時

・個別面接Ⅱ）

イ 平成31(2019)年12月１日(日）

８:00 ～ 17:00
面接検査（個別面接Ⅰ

受検者ごとに別に指定する日時
・個別面接Ⅱ）

(3) 遅刻・欠席の取扱い

ア 各検査において遅刻した場合は、受検できませんので、時間を厳守してください。

イ 受検しなければならない検査項目を欠席した場合は、以降の検査は受検できません。

(4) その他

指定日に健康上の理由で医師から実技検査を禁止されている者は、医師の診断書を受

付に提出してください。

６ 検査会場

(1) 実技検査の会場

受 検 区 分 検 査 会 場 及 び 住 所

北海道函館中部高等学校

函館市時任町11-３

小学校
(ＪＲ函館駅2.3km)

北海道旭川永嶺高等学校

旭川市永山町３丁目102

(ＪＲ南永山駅0.5km)

北海道釧路湖陵高等学校

中学校（音楽） 釧路市緑ヶ岡３丁目１-31

(ＪＲ釧路駅4.0km)

中学校（英語）、高等学校（音楽）、特 北海道岩見沢農業高等学校
別支援学校（小学部・中学部（音楽、 岩見沢市並木町１-５
英語）・高等部（音楽）） (ＪＲ岩見沢駅1.5km)
中学校（保健体育）、高等学校（保健

体育、英語）、特別支援学校（中学部
北海道札幌北高等学校

（保健体育）・高等部（保健体育、英
札幌市北区北25条西11丁目

語））
(地下鉄南北線北24条駅0.9km)

(2) 適性検査、学習指導案作成検査及び面接検査の会場

北海道札幌東商業高等学校

札幌市厚別区厚別中央３条５丁目６-10 （ＪＲ新札幌駅0.6km）

７ 出願の手続

(1) 出願書類

提出部数は１部です。

「願書」及び「自己推薦書」の書類については、様式を北海道教育委員会のホームペ

ージからダウンロードすることができます。また、北海道教育庁総務政策局教職員課で

も配布します。

対 象 者 出 願 書 類 注 意 事 項

・北海道教育委員会のホームページ

願書 からダウンロードして、記入の上、

提出してください。

・北海道教育委員会のホームページ

自己推薦書 からダウンロードして記入の上、

提出してください。

・定型内封筒（長形３号）を使用し
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志願者全員
てください。

受検票等通知用封筒 ・宛先欄に受検者本人の住所及び氏

名を記入の上、92円切手を貼り提

出してください。

・定型内封筒（長形３号）を使用し

てください。
実技検査以外の検査日程

・宛先欄に受検者本人の住所及び氏
連絡用封筒

名を記入の上、92円切手を貼り提

出してください。

・リスニング検査の免除措置を希望

する者は、資格等を確認するため、

教育職員免許状授与証明書（免許

教育職員免許状授与証明 状の写しは不可）若しくは取得見

書若しくは取得見込証明 込証明書又は当該実施団体の発行

小学校及び特別支 書又は資格証明書（開封 する資格証明書（開封無効）若し

上 援学校（小学部））無効）若しくは資格を確 くは資格を証明できる書類の原本

記 認できる書類の原本若し 若しくは写しを提出してくださ

以 くは写し い。

外 ・なお、写しを提出した者は、面接

の 検査当日に当該書類の原本を持参

添 し、係員の確認を受けてください。

付 ・実技検査の免除措置を希望する者

書 は、資格等を確認するため、当該

類
中学校、高等学校

実施団体の発行する資格証明書

及び特別支援学校
資格証明書（開封無効） （開封無効）又は資格を証明でき

（中学部・高等部）
又は資格を確認できる書 る書類の原本若しくは写しを提出

の英語
類の原本若しくは写し してください。

・なお、写しを提出した者は、面接

検査当日に当該書類の原本を持参

し、係員の確認を受けてください。

(2) 出願書類の受付期間

提出方法 受 付 期 間 備 考

９時から17時まで(日曜日、土曜日

持参する場合
平成31(2019)年５月７日(火)から 及び国民の祝日に関する法律（昭和

平成31(2019)年５月31日(金)まで 23年法律第178号）に規定する休日

を除く。)

平成31(2019)年５月７日(火)から

郵送する場合 平成31(2019)年５月31日(金)まで 「簡易書留」扱いとしてください。

（５月31日付け消印有効）

(注)１ 受付期間終了後に提出された出願書類や提出出願書類に不備があるものは受け

付けません。また、受理した書類は返却しません。

２ 出願書類に虚偽の記載があった場合は、受検又は採用の対象から除かれること

があります。

３ 郵送する場合にあっては、メール便等の託送では受け付けません。

(3) 出願書類の提出先

北海道教育庁総務政策局教職員課

〒060-8544 札幌市中央区北３条西７丁目 道庁別館７階

TEL 011-204-5726

(4) 受検票の交付等

ア 受検票及び実技検査の日程通知は、平成31(2019)年７月24日(水)までに到着するよ

う交付します。

なお、受検票は、実技検査免除の確認結果通知を兼ねます。

イ 実技検査以外の検査日程等については、平成31(2019)年11月８日(金)までに到着す

るよう送付します。

ウ 上記ア又はイの期日までに到着しない場合は、願書の提出先に問い合わせてくださ

い。
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(5) その他

身体に障がいがある方については、点字や拡大文字受検、手話によるコミュニケーシ

ョンなど、障がいに応じた配慮を行い、支障なく受検できるよう努めています。

検査会場において配慮を必要とする方は、出願時に願書の「障がい者に係る配慮希望

事項」欄に記入するとともに、願書の提出先に連絡してください。

８ 当日の携行品及び留意事項

受 検 区 分 持 参 す る も の

受検者全員 特別選考検査受検票、筆記用具、上履き、靴袋

運動着及び運動靴(小学校、特別支援学校(小学部)

小学校 受検者を除く。）、水泳着、水泳帽(運動着の右胸

実
特別支援学校(小学部) 部、水泳着の右腰部に受検番号を黒マジックで記

技
保健体育(中学校・高等学校・特 入した縦10cm、横15㎝の白布を縫い付けること。)、

検
別支援学校(中学部・高等部)) 健康保険証、着衣をまとめるバッグ類(受検番号及

査
び氏名を明記すること。)

柔道着（武道で柔道を選択した場合。右胸部に受

保健体育(中学校・高等学校、特 検番号を黒マジックで記入した縦10cm、横15㎝の

別支援学校(中学部・高等部)) 白布を縫い付けること。）、竹刀（武道で剣道を選

択した場合）

実
特別選考検査受検票、筆記用具(適性検査及び学習技
指導案作成検査用にＨＢの鉛筆とプラスチック製検

受検者全員 消しゴムを含む。)、上履き、靴袋、結果通知用封査
筒(定型内封筒(長形３号)に必要事項を記入し、92以
円切手を貼ること。)外

(注)１ 検査会場の敷地内は、禁煙です。

２ ゴミは、各自で持ち帰ってください。

３ 検査会場及びその周辺には、駐車場がありません。自家用車、バイク等は駐車で

きませんので、公共交通機関（電車、バス等）を利用してください。

４ 検査会場周辺の店舗等への無断駐車、送迎等のための路上駐車は迷惑となるので、

厳禁とします。

５ 携帯電話等通信機能を有する電子機器の検査時間中の使用を禁止します。

６ 不正が明らかになった場合は、その者の受検を中止します。

９ 選考結果の通知等

(1) この要領に基づく選考検査の採用候補者名簿に登録する者については、平成32(2020)

年１月７日（火）に、北海道教育委員会のホームページにおいて、受検区分、受検教科

（科目）ごとに受検番号を掲載します。

なお､結果通知については、同日に採用候補者名簿に登録する者としない者に区分し

て本人へ発送します。

(2) 受検しなければならない検査項目を欠席した場合は、合否判定の対象となりませんの

で、選考結果は通知しません。

(3) 出願後、採用候補者名簿に登録までの間に資格要件を欠いていることが判明した場合

は、合否判定の対象となりませんので、選考結果は通知しません。

(4) 北海道個人情報保護条例の規定により開示請求をすることができます。

開示請求の詳細については、検査時にお知らせします。

10 登録及び採用の方法

(1) 登録の方法

ア 登録に当たっては、各検査評価及び北海道学校職員人事評価制度による平成31

(2019)年４月から平成31(2019)年９月までの期間に係る業績評価に基づき、総合的に

判定します。

なお、受検者が勤務先の校長及び市町村教育委員会に業績評価の提出を求める必要

はありません。

イ 高等学校の一部の教科（科目）及び特別支援学校の中学部・高等部についての登録

区分は、３の受検区分にかかわらず次のとおりとします。

受 検 区 分 受 検 教 科 （ 科 目 ） 登録区分

地理歴史(地理・日本史・世界史)、公民(倫理・
地理歴史公民

政治経済)
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高等学校教諭 理科(物理・化学・生物・地学) 理 科

農業(生産・環境) 農 業

工業(機械・電気(電子を含む。)・建築・土木) 工 業

中学部
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体

中 学 部
育、技術、家庭、英語

特別支援
国語、地理歴史(地理・日本史・世界史)、公民(倫

学校教諭
理・政治経済)、数学、理科(物理・化学・生物

高等部 ・地学)、音楽、美術、保健体育、家庭、情報、 高 等 部

農業(生産)、工業(機械・電気(電子を含む。))、

商業、英語

ウ 登録は、「登録Ａ」、「登録Ｂ」に分けて行います。

(ｱ) 「登録Ａ」は、平成32(2020)年４月１日で採用を予定する者の登録です。

(ｲ) 「登録Ｂ」は、平成32(2020)年４月１日以降の採用を予定する者の登録です。

※ 年度中途に欠員が生じた場合など、平成32(2020)年３月31日以前の採用もありま

す。

エ 採用候補者名簿の有効期限は、原則として平成33(2021)年４月１日です。

(2) 採用の方法

ア 採用は、登録Ａに登録された者、登録Ｂに登録された者の順で行います。

イ 学校種類ごとの採用数等に変動が生じたときは、所有免許状及び採用調整の希望の

有無により登録した学校種類以外の学校又は教科・科目に採用する場合があります。

ウ 採用に当たっては、北海道が指示する健康診断を受診することが必要となります。

エ 教育職員免許状所有者で、その有効期間の更新の修了確認期限が平成32(2020)年３

月31日までとされている者は、確認期限までに免許状更新講習を受講・修了し、免許

管理者に対して申請を行い、修了確認を受けることが必要です。

オ 採用候補者名簿登載期間中に、次の事項に該当する場合は、名簿から削除します。

(ｱ) 平成32(2020)年３月31日までに受検教科の免許状を取得できない場合

(ｲ) 正当な理由がなく勤務地を限定したり、採用調整を拒否した場合

(ｳ) 選考を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合

(ｴ) 受検又は採用時の提出書類等に虚偽の記載があったり、教員としてふさわしくな

い事実が明らかになった場合

11 その他

(1) 出願後に改姓した場合又は連絡先等の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに連絡

してください。

(2) 出願書類提出後、記載内容や提出書類の確認のために電話連絡する場合がありますの

で、願書には確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。

(3) この教員採用候補者特別選考検査に関する問合せ先は次のとおりです。

〒060-8544

札幌市中央区北3条西７丁目 道庁別館７階

北海道教育庁総務政策局教職員課

TEL 011-204-5726

12 志願者数等について（参考）

平成31(2019)年度北海道公立学校教員採用候補者特別選考検査の受検者数と登録者数の

状況

区分 受検者数 登録者数 受検倍率

小学校 31 29 1.1

国 語 9 6 1.5

社 会 17 17 1.0

数 学 12 9 1.3

理 科 2 2 1.0

中学校 英 語 14 9 1.6

音 楽 8 6 1.3

美 術 1 1 1.0

保健体育 20 20 1.0

技 術 0 - -

家 庭 2 2 1.0

小 計 85 72 1.2



19

平成31年４月26日（金曜日） 北海道教育委員会公報 第6225号

国 語 4 2 2.0

地理歴史 5
8 1.0

公 民 3

数 学 9 9 1.0

理 科 4 4 1.0

英 語 6 2 3.0

高等学校 音 楽 1 1 1.0

保健体育 10 10 1.0

家 庭 0 - -

情 報 - - -

農 業 1 1 1.0

工 業 1 1 1.0

商 業 0 - -

看 護 0 - -

水 産 0 - -

小 計 44 38 1.2

小 学 部 6 6 1.0

中・高等部 38 33 1.2

特別支援学校 小 計 44 39 1.1

自立活動 0 - -

計 44 39 1.1

養 護 教 諭 10 10 1.0

栄 養 教 諭 7 6 1.2

合 計 221 194 1.1

※ 受検者数にはこの検査と本選考を併願し、本選考において採用候補者名簿に登録されたため、

この検査を受検する資格を失った者を含みません。

北海道教育委員会告示第27号

次の公印を、平成31年３月31日限りで廃止した。

平成31年４月26日

北海道教育委員会教育長 佐 藤 嘉 大

公 印 の 種 別 規 格 印 影

北海道中標津高等養護学校の印 45㎜平方

北海道中標津高等養護学校の印 30㎜平方
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北海道中標津高等養護学校長の印 20㎜平方

北海道教育委員会告示第28号

次の公印を作成し、平成31年４月１日その使用を開始した。

平成31年４月26日

北海道教育委員会委員長 佐 藤 嘉 大

公 印 の 種 別 規 格 印 影

北海道函館高等支援学校の印 45㎜平方

北海道函館高等支援学校の印 30㎜平方

北海道函館高等支援学校長の印 20㎜平方

北海道中標津支援学校の印 45㎜平方
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北海道中標津支援学校の印 30㎜平方

北海道中標津支援学校長の印 20㎜平方

正 誤

平成31年３月29日付け第6223号に掲載の「免許状事務処理規程の一部を改正する教育長訓

令」（北海道教育委員会教育長訓令第５号）に次の誤りがあったので、訂正します。

（誤）

別記第６号様式から別記第８号様式までを削り、別記第１号様式から別記第５号様式まで

を次のように改める。

（正）

別記第７号様式及び別記第８号様式を削り、別記第１号様式から別記第６号様式までを次

のように改める。
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